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１ 業務内容 

  求人開拓業務については、生活困窮者就労準備支援事業及び就労支援

等事業の両事業にまたがる業務として実施する。 

 

２ 業務項目 

  業務の実施にあたっては、就労準備支援員及び就労支援員（以下「就労

支援員等」という。）と密に連携し、原則として次の項目について実施す

ること。 

   ① 求人情報の把握及び求人開拓 

   ② 求人情報の提供 

③ 各種助成金の申請等の支援 

④ その他 

 

① 求人情報の把握及び求人開拓 

     日々変遷する雇用情勢や求人企業の組織体制、雇用方針、労働

条件等を把握し、就労支援員等との連携のもと支援対象者の希望

する業種や就労に結びつきやすい業種等に特化して個別求人開拓

を行う。 

     また、関係官公庁や民間企業との関係構築を行い、情報を収集

し潜在的な求人情報を積極的に開拓する。 

さらに、職業適性を確認するための、いわゆる中間的就労を含

めた就業体験や作業等を行える事業所についても企業開拓を行っ

ていく。 

② 求人情報の提供 

     求人開拓員が開拓した支援対象者の目標に適した求人案件や、

その他の求人情報について、就労支援員等あるいは求人開拓員か

ら支援対象者に情報を提供する。 

また、支援対象者自身が求人情報を検索するための方法につい

ても助言を行い、支援対象者自身が興味を持った案件について

は、詳細情報を確認し提供の上、応募の支援を行う。 
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さらに、必要に応じて、インターネットサービスの活用や支援

対象者とともに公共職業安定所へ同行し、支援対象者の求職活動

支援についても行う。 

   ③ 各種助成金の申請等の支援 

     特定求職者雇用開発助成金等の各種助成金についての申請等の

支援を行う。 

④ その他 

     前項目に該当しない事項については、門真市保健福祉部福祉政

策課及び保護課と協議のうえ決定する。 

 

３ 実施場所・実施日時等 

(１) 実施場所 

〒571-8585 

門真市中町１番１号 門真市役所本館１階 

就職支援「かどま」（ハローワークコーナー）の一部 

（面積）約９平方メートル 

(２) 実施日時等 

    実施総期間は、令和８年４月１日から令和 11 年３月 31 日までの

３年間とする。但し、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律

（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日並びに門真市が定める休

庁日（年末年始）は除く。 

業務は、午前９時から午後５時 30 分までの間に実施する。 

 

４ 求人開拓員の資格要件 

  求人開拓、職業相談及び相談援助等の実務経験を有する者とする。 


